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注目トピックス 
01｜固定資産税の特例措置がスタート 
2023年度税制改正で固定資産税の特例措置が創設され
ました。従業員の賃上げ表明をした場合には、固定資産
税の課税標準が最大 5 年にわたって 3 分の 1 となりま
す。 
 

特集 
02｜鉄道料金についての入場券等回収特例 
鉄道の利用者側が鉄道料金に係る仕入税額控除を行う
際、入場券等回収特例の適用はできるのでしょうか。 
 
03｜銀行融資審査の流れ 
銀行から融資を受ける際には、審査を受ける必要があり
ます。銀行の融資審査は稟議制で行われますが、どのよ
うな流れで審査が行われるのでしょうか。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜頭のいい人が話す前に考えていること 

（ダイヤモンド社） 
どれだけ考えても伝わらなければ
意味がなく、話し方のスキルだけ
では、人の心は動かせません。「頭
のいい人」が何をどう考えている
かを明確にして、誰でも思考の質
を高めて伝える方法を見てみまし
ょう 
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